令和５年度障害福祉サービス事業所に対する実地指導の結果について

（1） 実地指導の実施状況

　令和５年度の実地指導実施状況については次の通りです。

	サービス種別
	実施数

	児童発達支援
	１

	放課後等デイサービス
	１




（2） 主な指摘事項

　令和５年度の実地指導における文書指摘の主な具体的事例は、以下の通りです。

	障害児通所給付費の額に係る通知をしていないので通知すること。
（「都条例139」第29条第1項）

	指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により区市町村から指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しなければならない。

	障害児通所給付費の額に係る通知をしていないので通知すること。
（（「都条例139」第76条（第29条第1項準用））

	指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

	欠席時対応加算の算定が不適正なので是正すること。
（「平24厚労告122」第3の5の注1、「障発0330第16通知」第二の2(3)⑪（第二の2(1)⑪準用））

	指定放課後等デイサービス事業者は、サービスを利用する障害児が、あらかじめサービスの利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合においては、利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡を受け、障害児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、１月につき４回を限度として、所定単位数を算定することができる。
しかし、貴事業所においては、利用者及び保護者と連絡が取れず相談援助が行えなかった場合であっても、欠席時対応加算を算定している事例が見受けられた。
ついては、利用者及び保護者と連絡が取れず相談援助を行えなかった場合に算定した欠席時対応加算について適正に算定すること。



都条例139：東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成24年東京都条例第139号）
平24厚労告122：児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成24年
3月14日厚生労働省告示第122号）
障発0330第16通知：児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 24 年3月30 日障発0330第 16号）
